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地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳥
取
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分

を
す
る
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準
法
施
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条
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（
昭
和
47
年
鳥
取
県
条
例
第
43
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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館
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下
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、
共
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祉
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、
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こ
の
条
例
は
、
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

助
産
所
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
補
装
具
製
作
施
設
及
び
視
聴
覚
障

害
者
情
報
提
供
施
設
を
除
く
。
）、
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
、
保
護
施
設

（
医
療
保
護
施
設
を
除
く
。
）、
婦
人
保
護
施
設
、
知
的
障
害
者
援
護
施
設
、

老
人
福
祉
施
設
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
学

校
、
体
育
館
、
博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
、
ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ス
ケ
ー
ト
場
、

水
泳
場
、
ス
ポ
ー
ツ
の
練
習
場
、
展
示
場
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、

ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
遊
技
場
又
は
公
衆
浴
場
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
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